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I
AのとL工分与存求める財

産の一部につき、財産分与についての裁半ll存しない_こ

とは許されないも_のル鯉するのが相当である。

5 以上と異なる見解に立って、本件出資持分につ

き財産分与についての裁判をしなかった原審の判断

には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反

がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、

原判決中、財産分与に関する部分は破棄を免れない。

そして、更に審理を尽くさせるため、上記部分につき

本件を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官

岡村和美裁判官尾島明）
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月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時く憲法

14条1項等に違反していたものとはいえない。|毫高裁判所裁判例要旨’， ．－ ｡ j

民事

○1 東京都議会議員の定数並びに選挙区

及び各選挙区における議員の数に関
する条例（昭和44年東京都条例第5

5号)のいわゆる特例選挙区を存置す
る規定の適法性

東京都議会議員の定数並びに選挙区

及び各選挙区における議員の数に関

する条例（昭和44年東京都条例第5
5号)の議員定数配分規定の適法性､

東京都議会議員の定数並びに選挙区

及び各選挙区における議員の数に関

する条例（昭和44年東京都条例第5 :i

5号)のいわゆる特例選挙区を存置す:

る規定の合憲性

東京都議会議員の定数並びに選挙区

及び各選挙区における議員の数に関

する条例（昭和44年東京都条例第5

5号）の議員定数配分規定の合憲性
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1

令和4年（行ツ）第78号
令和4年（行上）第79号
令4 ． 10． 31二小判棄却
裁判集民269号本誌1802号

1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区

における議員の数に関する条例（昭和44年東京都

条例第55号）の島部選挙区をいわゆる特例選挙区

として存置する規定は、令和3年7月4日施行の

東京都議会議員一般選挙当時、公職選挙法271
条に違反していたものとはいえない。

2束京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区

における議員の数に関する条例（昭和44年東京都

条例第55号）の議員定数配分規定は、令和3年7

月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、公職

選挙法15条8項に違反していたものとはいえな

い。

3東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区

における議員の数に関する条例（昭和44年東京都

条例第55号）の島部選挙区をいわゆる特例選挙区

として存置する規定は、令和3年7月4日施行の

東京都議会議員一般選挙当時、憲法14条1項等

に違反していたものとはいえない。

4東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区

における議員の数に関する条例（昭和44年東京都

条例第55号）の議員定数配分規定は、令和3年7
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岡山地方裁判所判事補

同

福岡地方裁判所判事補

同

大分地方裁判所判事補

l熊本地方裁判所判事補

仙台地方裁判所判事補

福島地方裁判所判事補

盛岡地方裁判所判事補

札幌地方裁判所判事補

同
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小林昂平

田中宏明
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工藤光大

杉浦一輝

荒木克仁

中元隆太

小野あゆみ

若松亮太
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小松美緒

畑中胡春

伊勢若菜
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(以上1月16日）

｜ 記事’

◎叙位・叙勲（11月分､死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和4年11月、死亡者のみ） 」

の,とおり

◎人事異動

定年退官

東大阪簡易裁判所判事

任期終了退官

東京地方裁判所判事補

仙波啓次

蕪城真由子

(以上1月1;5日）

西田眞基東大阪簡易裁判所判事

名古屋簡易裁判所判事

魚津簡易裁判所判事

魚津簡易裁判所判事 ，

名古屋簡易裁判所判事

宮治利幸

久保則昭

(以上1月16日）

◎司法修習終了者の裁判官への任命 ､！

東京地方裁判所判事補． 篠原優斗
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同 安原駿

さいたま地方裁判所判事補 志村塔子

同‘ 高橋粒

同 山本奈央

千葉地方裁判所判事補 中村大樹
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◎裁判所だより
：7 ，

｢地域住民の想いと歴史が息づく裁判所」
(熊本地方裁判所）

熊本地方裁判所は、庁舎南側から熊本のシンボル、

熊本城を望むことができる高台にある。正門を入ると

真正面に悠然と佇む赤煉瓦造りの保存庁舎（旧庁舎の

一部、写真左）があり､その隣に鉄筋コンクリート造

りの現在の庁舎（本館、写真右）がある。

63回を数えるものであった。その中で、熊本地方裁

判所では、本震直後から避難を求めた近隣住民の方に

庁舎を開放し、最大で一時約260名を受け入れたb

断水の中、 1階と2階のフロアを住民に開放し、職員

は､自らも被災者であるにもかかわらず、毛布や水、

食料を提供し、ゴミや簡易トイレの処理をするなど、
､ f b 1

献身的に住民のケアをした｡後に、避難住民から多数

の御礼の手紙や葉書が届き、地元自治会からは感謝状

が贈られた。 、

熊本地方裁判所は、 旧庁舎の保存、熊本地震におけ

る住民の受入れなど、地域住民に寄り添いながら、国

民から負託された司法権を行使する紛争解決機関とし

ての役割を誠実に果たしてきた。そして、国民の期待

と信頼に応え、国民から親しまれる存在として今なお

歴史を刻み続けている。1
(写真は、熊本地方裁判所|日庁舎（左）及び現庁舎（右） ）

明治41年に竣工した旧庁舎はく赤煉瓦を、正面は

ドイツ積み（小口積み）により《側面・背面はオラン

ダ積みにより建造された明治風赤レンガ造りの美しい‘

庁舎であった。現在の庁舎を新営するにあたり、全て

取り壊す予定であったが、県民や市民による熱心な保

存運動により､ ､一部が保存庁舎として残された。保存，
運動では、陳情書の提出や署名活動が行われ､ ‘国会で; ＃

も取り上げられたほか、熊本大学の学生が連日訪れ、 ；
旧庁舎と新庁舎の共存するイラストを描いた学生もい

た･ ， ’ ． ､

保存された旧庁舎に沿うようにして、昭和53年に

竣工されたのが、現在の庁舎（本館）であり、平成11
l 1f

9年に別館が竣工された｡"一世紀を超える歴史を刻む1
P ’ U1J ‘ ' i

｢保存庁舎｣を3方から見守るような配置になってお‘
り、本館庁舎東側からは阿蘇連山を望むこともできる｡ ;

平成28年4月、熊本県民に.とって忘れることので
ﾜ余 ｣ 1

きない出来事が起こった。前震、本震と呼ばれる二度

の激しい揺れが襲った「熊本地震」である。熊本はか

ってないほどの被害を受け、熊本城は､天守閣や石垣愚
.． 埠今 』 . :

の倒壊など甚大な被害に、熊本地方裁判所も、 ライフ“

ラインが断絶し、庁舎内壁に亀裂が生じ、照明が落下

するなどの被害に遭った。余震も続き、 4月14日
、 i‘ ， ， , ． 3 ， 『 ，

‘ （木）の前震から21日(木)までの地震回数は25

、

(写真は、熊本城）

､
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(別紙）

叙位 。 叙勲（令和4年1 1月、死亡者のみ）

1爺造二桁’従三位
渡邉 等元東京高等裁判所判事 11．4

h

d

】

正五位

高岡元松山地方裁判所事務局長 塞
蒔 夫 11.6

I

従五位

野嵜元新潟検察審査会事務局長 定 義 11．9

1
1 1

I

． ｜' 0

従三位

鈴木健太元東京高等裁判所判事 11． 10

従五付

西平守儀元日本弁護士連合会理事 11. 13

W

従五位

瑞双

大塚陽彦元佐賀家庭裁判所首席書記官 11． 18

従五付

松井清旭元最高裁判所司法研修所教官 11．19

正五位

江戸光徳元松江地方裁判所事務局長 11.26
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